
利用料金表 【介護老人保健施設：ショートステイ】 R07.04

①　基本料金 （日額） ☆印は介護予防短期入所療養介護費

要介護度区分 4人・2人部屋 個　　室 備　　考

☆要支援 1 691 　円 649 　円

☆要支援 2 857 　円 799 　円

要介護　1 927 　円 842 　円 基本料金 ¥2,146 2日分

要介護　2 1,006 　円 918 　円 ¥520 1日分

要介護　3 1,073 　円 984 　円 ¥1,500 2日分

要介護　4 1,132 　円 1,045 　円 ¥630 1日分

要介護　5 1,193 　円 1,103 　円

②　食費 （日額） ¥378 送迎(往復)

食　　費 備　　考 ¥494 個別リハビリ

第 1 段階 300 　円 ¥38 サービス提供

第 2 段階 600 　円 ¥50 夜勤職員

第 3 段階① 上限   1,000   円 ¥106 在宅復帰支援Ⅱ

第 3 段階② 上限   1,300   円 ¥11 生産性Ⅱ

朝食   520  円 ¥242 処遇改善

昼食   750   円 日用品 ¥480 2日分

夕食   630   円 教育娯楽費 ¥400 2日分

合計 ¥8,415

¥6,043 2段階の場合

¥6,843 3段階①の場合

4人・2人部屋 個　　室 備　　考 ¥7,443 3段階②の場合

第 1 段階 0　 円 490 　円 ※負担限度第 1　～　3 段階については
第 2 段階 370 　円 490 　円 　　各保険者（市町村役場）にご確認下さい。

第 3 段階①② 370 　円 1,310 　円 　（注）認定の可否により自己負担額が異なります。
第 4 段階

（通常料金）
710 　円 1,728 　円

④　利用料 ※その他特別な行事があった場合には、行事食として差額を頂く場合があります。
金　　額
240　円／日
200　円／日
60　円／日

2,500　円／回
2,046　円／日
1,540　円／日

⑤　加算
金　　額

189　円／回

247　円／日

19　円／日

25　円／日

11　円／日
基本料金＋加算の7.5％

9　円／回

283　円／日

124　円／日

532　円／日

124　円／日

23　円／日

7　円／日

103　円／日

206　円／日

53　円／日

53　円／日

93　円／日
 実際のご請求時には、ひと月あたりでのサービス利用単位数に同単価をかけて算定いたします。端数処理の関係上端数が生じます。

介護3　 1泊2日の場合

食費

居住費
（第4段階）

¥1,420 2日分

加算

緊急時治療管理 入所者の病状が著しく変化し緊急その他やむを得ない事情による医療行為を行った場合

若年性認知症利用者受入加算 若年性認知症の利用者に、ニーズに応じたサービス提供を行った場合

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)     介護福祉士の資格を有する介護者が ８0 ％以上もしくは、10年以上の勤続年数が35％以上配置されている場合

療養食加算 医師の指示せんに基づく療養食を提供した場合

総合医学管理加算 要介護 4 ・ 5 の利用者で計画的な医学的管理が必要な場合

重度療養管理加算 要介護 4 ・ 5 の利用者で計画的な医学的管理が必要な場合

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 介護福祉士の資格を有する介護者が 60 ％以上である場合

夜勤職員配置加算 夜勤を行う看護・介護職員を必要数以上配置している場合

生産性向上推進体制加算Ⅱ 　　ITC等のテクノロジーの活用促進した場合
介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 　厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金改善等を実施しているものとして県知事に届け出している場合

加算項目 備　　考　（いずれも介護報酬単位の 10 ％）

送迎加算（片道） 心身の状態、家族等の事情で送迎が必要な場合

個別リハビリテーション実施加算 個別リハビリテーション実施計画書に基づき、個別にリハビリを実施した場合

理美容代（希望者のみ） カット料金　＊カラーリング、パーマは別料金（髪の長さにより変動）
個室　室料 専用トイレ、洗面所、特別室基準居住空間確保
2人部屋 室料 洗面所、特別室基準居住空間確保

日用品費 石けん、洗剤、シャンプー、タオル等 実費相当分
教養娯楽費 クラブ や レクリエーション 等で使用する物品の実費相当分　　
電気使用料 個人使用の電気製品（電気毛布、電気アンカ等）を持ち込み、使用する場合（1品）

介護報酬
単価の10％

自　　費

第 4 段階
（通常料金）

室料及び
光熱水費
居室に係る
諸費用相当

項　　目 備　　　　考

③　居住費 （日額）

緊急短期入所受入加算 一定の施設体制環境のもと、緊急にショートステイを必要とし利用した場合

サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 介護福祉士の資格を有する介護者が 50 ％以上もしくは、常勤職員が75%以上配置されている場合

認知行動・心理症状緊急対応加算 認知行動・心理症状により在宅生活が困難となり、緊急にサービスを利用した場合

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ） 　 超強化型を算定した場合

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ） 　 基本型を算定した場合

生産性向上推進体制加算Ⅰ 　　ITC等のテクノロジーの活用促進した場合（生産性Ⅰの成果が確認されている場合）


